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広 島 大 学 の理 念 

       ○平和を希求する精神 

       ○新たなる知の創造 

       ○豊かな人間性を培う教育 

       ○地域社会・国際社会との共存 

       ○絶えざる自己変革 

 

 

歯学部の理念と目標 

  １）理念 

    １．高度な医療技術と学識，豊かな人間性を備えた歯科医療人の育成 

    ２．国際的に活躍できる歯科医学分野の教育者・研究者の養成 

    ３．地域医療と歯科医学分野への貢献 

 

  ２）目標 

    １．幅広い教養と豊かな人間性，協調性を備え，国際化・情報化に迅

速かつ的確に対応できる能力を持った社会人を養成する。 

    ２．高度の医療技術と隣接医学を含む生命科学についての総合的知識

を有する歯科医療人を養成する。 

    ３．将来，歯科医学の教育・研究分野において指導的立場に立ち，国

際的にも活躍できる人材として大成するための必要な素養を培わせ

る。 
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学生便覧について 

 

1 この「学生便覧」は，歯学部の令和 3（2021）年度入学生を対象としており，大学・学部

の諸規則，教育課程，履修要領及び修学上の諸注意等を記載したものです。 

2 「Ⅰ 教務・学生生活関係」では，学生生活における注意事項等が記載してあります。 

3 「Ⅱ 教育課程」では，歯学部の教育課程の履修基準表（教養教育及び専門教育）

及び各種取扱いが記載してあります。 

4 「Ⅲ 諸規則」では，学部生に必要な広島大学の規則等を記載してあります。 

5 卒業するまで，この『学生便覧』に従って履修等を行いますので，紛失しないよう大切

に扱ってください。 

6 この『学生便覧』と『もみじ（広島大学学生情報システム）』で閲覧できる各授業科目の

授業内容等を記載した『講義概要（シラバス）』を活用して，遺漏なく各自の履修計画

をたててください。 

 

 

注意事項 

 

大学から学生のみなさんへの伝達事項は，「もみじ」電子掲示板により行いますので， 

1 日 1 度は必ず「もみじ」電子掲示板を確認するよう心掛けてください。 



令和 3（2021）年度広島大学学期区分 

前期 

期間 区 分 

4 月 1 日 ～ 4 月 7 日 春 季 休 業 

4 月 8 日 ～ 8 月 5 日 授 業 

8 月 6 日 ～ 9 月 3 0 日 夏 季 休 業 

後期 

1 0 月 2 日 ～ 1 2 月 2 5 日 授 業 

1 1 月 5 日 創立記念日 

1 2 月 2 6 日 ～ 1 月 5 日 冬 季 休 業 

1 月 6 日 ～ 2 月 8 日 授 業 

2 月 9 日 ～ 3 月 3 1 日 学年末休業 

※上記区分は令和 3（2021）年度のものです。最新の学年暦は「もみじ」→「学びのサ

ポート」→「学年暦（授業スケジュール）／授業時間割」 よりご確認ください。 

 

 

授業時間 

時限 時刻 

1 8：45 ～ 9：30 

2 9：30 ～ 10：15 

3 10：30 ～ 11：15 

4 11：15 ～ 12：00 

5 12：50 ～ 13：35 

6 13：35 ～ 14：20 

7 14：35 ～ 15：20 

8 15：20 ～ 16：05 

9 16：20 ～ 17：05 

10 17：05 ～ 17：50 

 



目   次 

・広島大学の理念   ・歯学部の理念と目標  ・広島大学歌 

 ・学生便覧について  ・注意事項 

・令和 3(2021)年度広島大学学期区分  ・授業時間 

 

Ⅰ 教務・学生生活関係 

  １ 諸手続等について ･････････････････････････････････････････････････教学  1 
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   ・広島大学歯学部口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱い ･･･課程 32 
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１ 歯学部細則 

（歯学科・口腔健康科学科共通） 



○広島大学歯学部細則

(平成 16年 7月 28 日学部長決裁) 

 (趣旨) 

第 1 条 広島大学歯学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については，広島大学通 

則(平成 16年 4 月 1 日規則第 2 号。以下「通則」という。)，広島大学教育プログラム規 

則(平成 18 年 2 月 14 日規則第 5 号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成 23 年 2 月 

15日規則第 3 号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか，この 

細則の定めるところによる。 

(学科及び専攻) 

第 2 条 本学部に，次の学科及び専攻を置く。 

歯学科 

口腔健康科学科 

  口腔保健学専攻 

  口腔工学専攻 

 (教育研究上の目的) 

第 2 条の 2 歯学科は，歯科医師となるための基盤的教育を行うとともに，我が国の歯科 

医学・医療の発展を主導する人材を育むために教育を実施する。これらによって，科学 

的探求心，高度な学識と医療技術及び豊かな人間性を備えた歯科医師を輩出し，歯科医 

学・医療へ貢献することを目的とする。 

2 口腔健康科学科の教育研究上の目的は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 口腔保健学専攻は，歯学，医学，保健学及び福祉に関する知識並びに技術を統合し

  た口腔保健学の確立と体系化，国際的な教育研究拠点の構築，あるいは口腔保健学の 

  高度専門化において活躍できる人材を育成する。また同時に，上記の素養を備えた養 

  護教諭を育成する。これらによって，科学的探求心，高度な学識と医療技術及び豊か 

  な人間性を備えた口腔保健学の専門家を輩出し，歯科医学・医療，口腔保健及び福祉 

  に貢献することを目的とする。 

(2) 口腔工学専攻は，歯学，医学及び工学に関する知識並びに技術を統合した口腔工学

  の確立と体系化，国際的な教育研究拠点の構築，あるいは口腔工学の高度専門化にお 

  いて活躍できる人材を育成する。これらによって，科学的探求心，高度な学識と医療 

  技術及び豊かな人間性を備えた口腔工学の専門家を輩出し，歯科医学・医療へ貢献す 

  ることを目的とする。 

 (口腔健康科学科の各専攻の入学定員) 

第 2 条の 3 口腔健康科学科の各専攻の入学定員は次のとおりとする。 

(1) 口腔保健学専攻 20人

(2) 口腔工学専攻  20人 

(教育課程) 
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第 3条 本学部の教育課程は，教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により， 

 主専攻プログラムとして，体系的に編成する。 

2 本学部が開設する主専攻プログラムは，次のとおりとする。 

 歯学プログラム 

 口腔保健学プログラム 

 口腔工学プログラム 

 国際歯学プログラム 

 (授業科目及び履修方法) 

第 4 条 授業科目は，教養教育科目及び専門教育科目に区分する。 

2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は，教養教育科目履修規則及び別表第 1 のとお 

 りとする。 

3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は，別表第 2のとおりとする。 

4 前 2項の授業科目のほか，必要に応じ教授会の議を経て，特定の授業科目を開講する 

 ことがある。 

 (履修手続) 

第 5条 各学期に開講する授業科目及びその担当教員名等は，その学期の始めに公示する。 

第 6 条 歯学科の学生が履修できる科目は，その学期に配当されたものとする。 

第 7 条 学生は，履修しようとする授業科目について，各学期の指定する期間に所定の手 

 続を行わなければならない。 

2 前項の期間内に所定の手続をしない者には，履修を認めない。ただし，特別の事由が 

 ある場合に限り，当該授業科目担当教員の承認を経て，履修を認めることがある。 

第 8 条 他学部の学生が，本学部の授業科目を履修しようとするときは，当該授業科目担 

 当教員の承認を得て，前条第 1 項の手続を行わなければならない。 

 (修得単位数の少ない学生の履修指導) 

第 9 条 指導教員は，修得単位数の少ない学生に対し，履修促進のための適切な指導を行 

 うものとする。 

 (履修科目の登録の上限) 

第 10 条 1年次に卒業要件単位として登録することができる教養教育科目の単位数は， 

 46 単位を上限とする。ただし，集中講義の授業科目の単位を除く。 

2 前項の規定にかかわらず，1 年次前期において 20 単位以上履修し，GPA が 80以上の 

 学生については前項に定める単位数の上限を超えて登録を認めるものとする。 

 (日本語科目及び日本事情に関する科目) 

第 11 条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で，外国において相当の期間中等教 

 育を受けたものが，日本語科目及び日本事情に関する授業科目を履修して，単位を修得 

 した場合は，当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に 

 代えることができる。 

2 前項の授業科目及び単位数については，別に定める。 
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 (既修得単位等の認定) 

第 12 条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成 16年 4 月 1 日(副学長(教育・学 

 生担当)決裁)第 2 条第 1項の規定に基づき定める第 1年次に入学した者の既修得単位等 

 の認定単位数は，別に定める。 

2 前項の規定にかかわらず，広島大学での既修得単位の認定(科目等履修生として修得し 

 た単位を含む。)については，教授会の議を経て学部長が認めることができる。 

3 既修得単位等の認定を受けようとする者は，入学した年度の 6月 30 日までに学部長に 

 申請しなければならない。 

 (教育課程の修了) 

第 13 条 教育課程の修了は，所定の試験に合格し，別表第 1 及び別表第 2に規定する単 

 位を修得することによる。 

 (単位の授与) 

第 14 条 授業科目を履修した者には，科目ごとに定められた成績評価基準により所定の 

 単位を与える。 

 (単位数の計算の基準) 

第 15 条 各授業科目の単位数は，授業の方法に応じ，次の基準により計算するものとす 

 る。 

 (1) 講義は，15時間の授業をもって 1単位とする。 

 (2) 演習は，15時間又は 30時間の授業をもって 1単位とする。 

 (3) 実験，実習及び実技は，30 時間又は 45 時間の授業をもって 1 単位とする。 

2 一の授業科目について，二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は， 

 1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう， 

 前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。 

 (科目試験) 

第 16 条 科目試験は，それぞれの授業科目(臨床実習を含む。)について行う。 

2 科目試験の方法及び期日については，当該授業担当教員が定め，原則として 2 週間前 

 までに発表する。 

3 授業実施時数の 3 分の 2 以上の出席を満たさない場合は，受験を認めない。ただし， 

 所定の手続をした上でその欠席が病気その他やむを得ない事由によると認められる場合 

 は，当該授業科目担当教員の判断に従うものとする。 

4 試験当日病気その他の事故で科目試験を受けることができない者は事前に，やむを得 

 ない場合は事後に，医師の診断書又は理由書を添えて速やかに学部長へ届け出なければ 

 ならない。 

5 前項の届出のあった者に対しては，追試験を行うことがある。追試験の実施方法等に 

 ついては，別に定める。 

6 科目試験の得点が満点の 60％未満の者については，再試験を行うことがある。再試験 

 の実施方法等については，別に定める。 
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 (成績評価基準の明示及び平均評価点) 

第 17 条 授業科目の成績評価基準は，授業担当教員が定め，シラバス(授業計画)に明示す 

 るものとする。 

2 学年，あるいはセメスターの成績は，次の算式により算出する平均評価点(GPA：Grade  

 Point Average)をもって評価する。 

 平均評価点＝((秀の単位数×4＋優の単位数×3＋良の単位数×2＋可の単位数×1)／(総

登録単位数×4))×100 

第 18 条 学生は，所定の授業科目の単位を修得しなければ，次の学年あるいはセメス 

 ターの授業科目を履修することはできない。 

2 前項の所定の単位数については，別に定める。 

 (教員免許) 

第 19 条 口腔健康科学科口腔保健学専攻の学生が，所定の授業科目を履修し，教育職員 

 免許法(昭和 24年法律第 147号)及び同法施行規則(昭和 29年文部省令第 26号)に定める 

 所要の単位を修得したときは，次に掲げる教育職員の普通免許状授与の所要資格を得る 

 ことができる。 

 免許状の種類 養護教諭一種免許状 

2 前項に定める授業科目及びその履修方法については，別に定める。 

 (他の学部の授業科目の履修) 

第 20 条 学生が，他の学部の授業科目を履修しようとするときは，当該学部の定めると 

 ころにより履修するものとする。 

 (副専攻プログラム及び特定プログラムの履修) 

第 21 条 副専攻プログラムは，広島大学副専攻プログラム履修細則(平成 18 年 3 月 14日 

 副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより，履修することができる。 

2 特定プログラムは，広島大学特定プログラム履修細則(平成 18 年 3 月 14日副学長(教 

 育・研究担当)決裁)の定めるところにより，履修することができる。 

 (休学) 

第 22 条 学生が休学しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，その許可を得 

 なければならない。 

2 学生が休学期間を短縮しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，その許可 

 を得なければならない。 

 (退学) 

第 23 条 学生が退学しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，学長の許可を 

 得なければならない。 

 (転学) 

第 24 条 学生が他の大学に転学しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，学 

 長の許可を得なければならない。 

2 他の大学から本学部に転学を志望する者は，所定の書類を学部長に提出し，教授会の 
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 議を経て，学長の許可を得なければならない。 

 (登録プログラムの変更) 

第 25 条 学生が本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは，所 

 定の書類を学部長に提出し，教授会の議を経て，その許可を得なければならない。 

2 前項の規定に基づき，登録プログラムの変更を願い出た者に対する選考の方法は，別

に定める。 

3 第 1 項の場合において，他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとすると

きは，広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成 16 年 4 月 1 日副学長(教育・学生担当)

決裁)の規定に基づき，事前に転学部の許可を得なければならない。 

 （再入学） 

第 25 条の 2 通則第 14 条第 2項の規定に基づき，本学部に再入学を願い出た者に対する

選考の方法は，別に定める。 

2 本学部に再入学を願い出るときは，所定の期日までに入学願書に必要書類及び検定料

を添えて学部長に提出しなければならない。 

3 再入学は，学科又は専攻の収容定員に欠員があり，かつ，再入学の時点で退学後 3 年

を超えていない場合に限り，選考の上，入学を許可することがある。 

4 再入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は，教授会の議を経て学部

長が決定する。 

 (卒業の要件) 

第 26 条 本学部の卒業の要件は，本学部に通則第 4 条に規定する修行年限以上在学し， 

 かつ，別表第 1及び別表第 2に定める教育課程における所定の単位を修得することとす 

 る。 

 (雑則) 

第 27 条 この細則に定めるもののほか，本学部の学生の修学に関し必要な事項は，教授 

 会の議を経て，別に定める。 

   附 則 

1 この細則は，平成 16 年 7 月 28 日から施行し，平成 16 年 4月 1日から適用する。 

2 平成 15年度以前に入学した学生については，この細則の規定にかかわらず，なお従前 

 の例による。ただし，教育上必要と認める場合には，この細則に規定する授業科目を履 

 修させることができる。 

   附 則(平成 16 年 8月 23日 一部改正) 

 この細則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則(平成 17 年 2月 24日及び平成 17 年 3月 20日 一部改正) 

1 この細則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 16年度以前に入学した学生の教育課程(別表第 1及び別表第 2)及び履修方法等に 

 ついては，この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前 

 の例による。 
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附 則(平成 18 年 3月 14日 一部改正) 

1 この細則は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 17年度以前に入学した学生の教育課程等は，この細則による改正後の広島大学歯 

学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 19 年 3月 19日 一部改正) 

1 この細則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 18年度以前に入学した学生の教育課程(別表第 1及び別表第 2)及び履修方法等に 

ついては，この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前 

の例による。 

附 則(平成 19 年 4月 12日 一部改正) 

この細則は，平成 19 年 4 月 12 日から施行する。 

 附 則(平成 20 年 3月 6 日 一部改正) 

1 この細則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 19年度以前に入学した学生の教育課程(別表第 1及び別表第 2)及び履修方法等に 

ついては，この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前 

の例による。 

附 則(平成 21 年 3月 31日 一部改正) 

1 この細則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 20年度以前に入学した学生の教育課程等については，この細則による改正後の広 

島大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 22 年 2月 5 日 一部改正) 

1 この細則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 21年度以前に入学した学生の教育課程(別表第 1及び別表第 2)及び履修方法等に 

ついては，この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前 

の例による。 

 附 則(平成 22 年 3月 19日 一部改正) 

1 この細則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 21年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

大学歯学部細則の規定(平成 21年度に入学した学生にあっては，第 23条の規定を除く。) 

にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 23 年 3月 19日 一部改正) 

1 この細則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 22年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 24 年 3月 8 日 一部改正) 

1 この細則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 23年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 
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 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(平成 25 年 1月 10日 一部改正) 

 この細則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則(平成 26 年 3月 19日 一部改正) 

1 この細則は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 25年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(平成 27 年 3月 19日 一部改正) 

1 この細則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 26年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(平成 28 年 3月 17日 一部改正) 

1 この細則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 27年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(平成 29 年 3月 6 日 一部改正) 

1 この細則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 28年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(平成 30 年 3月 19日 一部改正) 

1 この細則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 29年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(平成 31 年 3月 5 日 一部改正) 

1 この細則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 30年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(令和元年 9 月 12 日 一部改正) 

1 この細則は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 31年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(令和 2 年 3 月 5 日 一部改正) 

1 この細則は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 31年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島 

 大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則(令和 2 年 11月 12日 一部改正) 

1 この細則は，令和 2 年 11 月 12 日から施行する。ただし，第 10 条第 1 項，別表第 1
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及び別表第 2 の改正規定は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 2 年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島

大学歯学部細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。ただし，令和 2年度に入学し

た学生の教育課程(歯学科歯学プログラムに限る。)については，専門教育科目のうち基礎

ゲノム医学を必修科目とし，展開科目の歯科臨床英語を 2 単位から 1 単位に変更した上で

がんの生物学を加えるものとする。この場合において，がんの生物学は，必修科目とし，

最低修得単位数は 1 単位とし，学年・セメスター別履修単位数は第 5 学年第 9 セメスター

の 1 単位とする。 

別表第 1(第 4条第 2項関係) 

 歯学部教育課程表(別表第 1) 

別表第 2(第 4条第 3項関係) 

歯学部教育課程表(別表第 2) 
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<歯学科　歯学プログラム>　

2 選択必修

大学教育入門 2 必　　修

教養ゼミ 2 必　　修

全身の健康と口腔科学Ⅰ 2 必　　修

全身の健康と口腔科学Ⅱ 2 必　　修

人文社会科学系科目群から 選択必修

コミュニケーションⅠA 1

コミュニケーションⅠB 1

コミュニケーションⅡA 1

コミュニケーションⅡB 1

コミュニケーション演習Ⅰ 1

コミュニケーション演習Ⅱ 1

ベーシック外国語から 選択必修
(注2)

情報・データ科学入門 2 必　　修
(注3)

情報・データサイエンス科目から 2 選択必修

健康スポーツ科学 2

スポーツ実習 1

一般化学 2

細胞科学 2

国際医学連携開発学 2

基礎微分積分学 2

基礎線形代数学 2

基礎物理学Ⅰ 2

初修物理学　(注4) 2

初修生物学　(注4) 2

人間理解のための人体解剖学Ⅰ 1

人間理解のための人体解剖学Ⅱ 1

注1：

注2：ドイツ語，フランス語及び中国語のうちから1言語を選択すること。

注3：「情報・データ科学入門」の単位を修得できなかった場合は，情報・データサイエンス科目から履修することができる。

注4：

4

教 養 ゼ ミ 2

短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の履修に
より修得した単位を，卒業に必要な英語の単位(6単位)に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学
研修による単位認定制度もある。

履修すべき科目がある場合は，歯学部において指定する。なお，指定された科目以外を修得しても卒業に必要な単位に
含めない。

必　　修

選択必修

計 40

大
学
教
育

基
礎
科
目

大 学 教 育 入 門 2

2

領 域 科 目

4

コミュニケーション
Ⅱ 2

2

外
国
語
科
目

2

教
養
教
育
科
目

初修外国語

共
通
科
目

基 盤 科 目 10

6

2

健康スポーツ科目

2

歯 学 部 教 育 課 程 表 (別 表 第 1)

区
分

科目区分
要修得
単位数

授　業　科　目　等 単位数 履修区分

平 和 科 目 2

2

2 選択必修

英　語

コミュニケーション
Ⅰ

情報・データサイエンス科目

必　　修
(注1)

4
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<口腔健康科学科　口腔保健学プログラム>

2 2 選択必修

2 大学教育入門 2 必　　修

2 教養ゼミ 2 必　　修

2 全身の健康と口腔科学Ⅰ 2 必　　修

2 全身の健康と口腔科学Ⅱ 2 必　　修

4 人文社会科学系科目群から (注1) 選択必修

コミュニケーション基礎Ⅰ 1

コミュニケーション基礎Ⅱ 1

コミュニケーションⅠA 1

コミュニケーションⅠB 1

コミュニケーションⅡA 1

コミュニケーションⅡB 1

4 ベーシック外国語から 選択必修
(注3)

2 情報・データ科学入門 2 必　　修
(注4)

2 情報・データサイエンス科目から 2 選択必修

2 選択必修

医療従事者のための心理学 2 必　　修
(注5)

国際医学連携開発学 2 必　　修

初修生物学　(注6) 2

細胞科学 2

人間理解のための人体解剖学Ⅰ 1

人間理解のための人体解剖学Ⅱ 1

初修化学 2

一般化学 2

38

 
注1：

注2：

注3：ドイツ語，フランス語及び中国語のうちから1言語を選択すること。

注4：「情報・データ科学入門」の単位を修得できなかった場合は，情報・データサイエンス科目から履修することができる。

注5：

注6：

授　業　科　目　等 単位数 履修区分

2

2

2

必　　修
(注2)

区
分

科目区分

コミュニケーショ
ンⅠ

コミュニケーショ
ンⅡ教

養
教
育
科
目

要修得
単位数

平 和 科 目

大
学
教
育

基
礎
科
目

大 学 教 育 入 門

共
通
科
目

領　　域　　科　　目

外
国
語
科
目

英　語

コミュニケーショ
ン基礎

教 養 ゼ ミ

履修すべき科目がある場合は，歯学部において指定する。なお，指定された科目以外を修得しても卒業に必要な単位に含め
ない。

初修外国語

健 康 ス ポ ー ツ 科 目

基　　盤　　科　　目

4

短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の履修により
修得した単位を，卒業に必要な英語の単位(6単位)に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修によ
る単位認定制度もある。

「医療従事者のための心理学」の単位を修得できなかった場合は，「心理学概論A」又は「心理学概論B」の履修により修得
した単位を，卒業に必要な単位(2単位)に算入することができる。

2

情報・データサイエンス科目

計

選択必修

情報・データサイエンス科目の選択必修科目のうち2単位を超えて修得した場合は，4単位まで領域科目の人文社会科学系科
目群から履修したものとみなす。

2 選択必修
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<口腔健康科学科　口腔工学プログラム>　

2 2 選択必修

2 大学教育入門 2 必　　修

2 教養ゼミ 2 必　　修

2 全身の健康と口腔科学Ⅰ 2 必　　修

2 全身の健康と口腔科学Ⅱ 2 必　　修

4 人文社会科学系科目群から (注1) 選択必修

コミュニケーション基礎Ⅰ 1

コミュニケーション基礎Ⅱ 1

コミュニケーションⅠA 1

コミュニケーションⅠB 1

コミュニケーションⅡA 1

コミュニケーションⅡB 1

4 ベーシック外国語から 選択必修
(注3)

2 情報・データ科学入門 2 必　　修
(注4)

2 情報・データサイエンス科目から 2 選択必修

2 選択必修

2 医療従事者のための心理学 2 必　　修
(注5)

2 国際医学連携開発学 2 必　　修

初修生物学　(注7) 2

細胞科学 2

人間理解のための人体解剖学Ⅰ 1

人間理解のための人体解剖学Ⅱ 1

一般化学 2

初修物理学　(注7) 2

基礎物理学Ⅰ 2

基礎微分積分学 2

ヘルスサイエンスのための基盤数学　(注8) 2

基礎線形代数学 2

統計学 2

40

注1：

注2：

注3：ドイツ語，フランス語及び中国語のうちから1言語を選択すること。

注4：「情報・データ科学入門」の単位を修得できなかった場合は，情報・データサイエンス科目から履修することができる。

注5：

注6：

注7：

注8：

区
分

科目区分
要修得
単位数

授　業　科　目　等 単位数 履修区分

教
養
教
育
科
目

平 和 科 目

大
学
教
育

基
礎
科
目

大 学 教 育 入 門

教 養 ゼ ミ

共
通
科
目

領　　域　　科　　目

外
国
語
科
目

英　語

コミュニケーション
基礎 2

必　　修
(注2)

コミュニケーション
Ⅰ 2

コミュニケーション
Ⅱ

2

計

初修外国語

健 康 ス ポ ー ツ 科 目

基　　盤　　科　　目

4 選択必修
(注6)

情報・データサイエンス科目

2 選択必修

履修すべき科目がある場合は，歯学部において指定する。なお，指定された科目以外を修得しても卒業に必要な単位に含
めない。

生物に関する科目群，化学に関する科目群及び物理に関する科目群のうち，2科目群から1科目ずつ履修すること。

「医療従事者のための心理学」の単位を修得できなかった場合は，「心理学概論A」又は「心理学概論B」の履修により修
得した単位を，卒業に必要な単位(2単位)に算入することができる。

短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の履修によ
り修得した単位を，卒業に必要な英語の単位(6単位)に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修に
よる単位認定制度もある。

情報・データサイエンス科目の選択必修科目のうち2単位を超えて修得した場合は，4単位まで領域科目の人文社会科学系
科目群から履修したものとみなす。

「ヘルスサイエンスのための基盤数学」を選択できる者は，高等学校等で数学Ⅲを履修していないものに限る。
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<歯学科　歯学プログラム>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

◎ 医療倫理学 1 1

◎ 対人コミュニケーション論 1 1

◎ 医療コミュニケーション基礎論 1 1

◎ 医療情報処理学 2 2

◎ 臨床心理学 1 1

◎ チーム医療学 1 1

◎ 実践専門英語 2 2

◎ 特別科目 1 1

◎ 歯科医療安全学 1 1

◎ 災害医療・歯科法医学 1 1

◎ 解剖学 2 2

◎ 解剖学実習Ⅰ 2 2

◎ 解剖学実習Ⅱ 2 2

◎ 発生学 2 2

◎ 組織学・口腔組織学 2 2

◎ 組織学実習Ⅰ 1 1

◎ 組織学実習Ⅱ 1 1

◎ 歯の形態学 1 1

◎ 歯の形態学実習 1 1

◎ 人類遺伝学 2 2

◎ 口腔生化学Ⅰ 2 2

◎ 口腔生化学Ⅱ 2 2

◎ 口腔生化学実習 1 1

◎ 口腔生理学Ⅰ 2 2

◎ 口腔生理学Ⅱ 2 2

◎ 口腔生理学実習 1 1

◎ 歯科理工学Ⅰ 1 1

◎ 歯科理工学Ⅱ 2 2

◎ 歯科理工学実習Ⅰ 1 1

◎ 歯科理工学実習Ⅱ 1 1

◎ 微生物学Ⅰ 2 2

◎ 微生物学Ⅱ 2 2

◎ 免疫学 2 2

◎ 口腔微生物学・免疫学実習 1 1

◎ 歯科薬理学Ⅰ 2 2

◎ 歯科薬理学Ⅱ 2 2

◎ 薬理学実習 1 1

◎ 口腔病理学Ⅰ 2 2

◎ 口腔病理学Ⅱ 2 2

◎ 口腔病理学実習Ⅰ 1 1

◎ 口腔病理学実習Ⅱ 1 1

◎ 医科歯科分子生物学 1 1

◎ 放射線生物学・放射線健康リスク科学 2 2

◎ 基礎ゲノム医学 2 2

◎ 内科学Ⅰ 2 2

◎ 内科学Ⅱ 2 2

◎ 外科学Ⅰ 2 2

◎ 外科学Ⅱ 1 1

◎ 眼科学 1 1

◎ 耳鼻咽喉科学 1 1

◎ 皮膚科学 1 1

◎ 精神科学 1 1

◎ 小児科学 1 1

歯 学 部 教 育 課 程 表 （別 表 第 ２）

科目区分 授　業　科　目
最低修得
単位数

学年・セメスター別履修単位数

備　　考1 2 3 4 5 6

基

幹

科

目

専

門

基

礎

科

目

生

命

科

学

系

科

目

医

学

系

科

目
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<歯学科　歯学プログラム>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

◎ 歯科放射線学Ⅰ 1 1

◎ 歯科放射線学Ⅱ 2 2

◎ 歯科放射線学基礎演習 1 1

◎ 診断・検査学 2 2

◎ 口腔衛生学 2 2

◎ 衛生学・口腔衛生学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 衛生学・口腔衛生学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 歯科麻酔学 2 2

◎ 歯科麻酔学基礎演習 1 1

◎ 歯内療法学 2 2

◎ 保存修復学 2 2

◎ 歯内療法・保存修復学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 歯内療法・保存修復学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 歯周病学Ⅰ 1 1

◎ 歯周病学Ⅱ 2 2

◎ 歯周療法学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 歯周療法学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 顎機能学 2 2

◎ 補綴学Ⅰ 1 1

◎ 補綴学Ⅱ 2 2

◎ 義歯補綴学Ⅰ 2 2

◎ 義歯補綴学Ⅱ 1 1

◎ 口腔インプラント学 2 2

◎ 歯冠補綴治療学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 歯冠補綴治療学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 歯列補綴治療学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 歯列補綴治療学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 無歯顎補綴治療学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 無歯顎補綴治療学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 部分無歯顎補綴治療学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 部分無歯顎補綴治療学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 口腔外科学Ⅰ 2 2

◎ 口腔外科学Ⅱ 2 2

◎ 顎外科学Ⅰ 2 2

◎ 顎外科学Ⅱ 2 2

◎ 顎口腔医療学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 顎口腔医療学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 顎口腔医療学基礎実習Ⅲ 1 1

◎ 顎口腔医療学基礎実習Ⅳ 1 1

◎ 歯科矯正学Ⅰ 2 2

◎ 歯科矯正学Ⅱ 2 2

◎ 歯科矯正学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 歯科矯正学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 小児歯科学Ⅰ 2 2

◎ 小児歯科学Ⅱ 2 2

◎ 小児歯科学基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 小児歯科学基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 障害者歯科学 2 2

◎ 成人・高齢者歯科学 2 2

◎ 摂食・嚥下リハビリテーション学 1 1

◎ 局所解剖学実習Ⅰ 1 1

◎ 局所解剖学実習Ⅱ 1 1

◎ 総合歯科医療学Ⅰ 1 1

◎ 衛生行政 1 1

◎ 衛生学・公衆衛生学 1 1

◎ 社会歯科学 1 1

◎ 社会福祉学 1 1

◎ リサーチスタートアップ 1 1

◎ 歯学研究特論Ⅰ 1 1

◎ 歯学研究特論Ⅱ 2 2

授　業　科　目
最低修得
単位数

学年・セメスター別履修単位数

備　　考1 2 3 4 5 6

基

幹

科

目

総

合

臨

床

系

科

目

社
会
歯
学
系

科
目

歯
学
研

究
科
目

科目区分
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<歯学科　歯学プログラム>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

◎ 歯科臨床英語 1 1

◎ 国際歯科医学特論 1 1

◎ 口腔機能修復学特論 1 1

◎ 応用口腔医学特論 1 1

◎ 顎口腔医療学特論 1 1

◎ 咬合発達育成学特論 1 1

◎ 臨床歯科医学総合演習 2 2

◎ 総合歯科医療学Ⅱ 1 1

◎ 総合歯科医療学Ⅲ 1 1

◎ 基礎・臨床総合示説 4 4

◎ がんの生物学 1 1

◎ 救急集中治療医学 1 1

◎ 歯学研究実習 8 2 4 2

◎ 臨床見学演習・実習 4 1 2 1

◎ 臨床実習（予備実習含む） 39

2 4 24 27 26 30 34 22 18 40

227

（注）　◎は必修科目を示す。

歯学プログラム　卒業要件単位数　267単位

教養教育科目 専門教育科目

　平和科目  2単位 　基幹科目

　大学教育基礎科目  4単位 　　専門基礎科目  12単位

　共通科目 　　生命科学系科目  54単位

領域科目  8単位 　　医学系科目  12単位

外国語科目 　　総合臨床系科目  74単位

　英語  6単位 　　社会歯学系科目   4単位

　初修外国語  4単位 　　歯学研究科目   4単位

情報・データサイエンス科目  4単位 　展開科目  24単位

健康スポーツ科目  2単位 　臨床実習科目

　基盤科目 10単位 　　臨床見学演習・実習   4単位

　　臨床実習（予備実習含む）  39単位

教養教育科目小計 40単位 専門教育科目小計 227単位

5科目区分 授　業　科　目
最低修得
単位数

学年・セメスター別履修単位数

56

備　　考1 2 3 4

合　　計 6 51 56

6

58

展

開

科

目

臨床実習
科目 39
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<口腔健康科学科　口腔保健学プログラム>　

1 2 3 4 5 6 7 8

◎ 解剖学・口腔解剖学 2 2

◎ 歯の形態学 1 1

◎ 口腔科学基礎 1 1

◎ 歯の形態学実習 1 1

◎ 組織学・口腔組織学 2 2

◎ 生理学・口腔生理学 2 2

◎ 病理学・口腔病理学 2 2

◎ 薬理学・歯科薬理学 2 2

◎ 微生物学・口腔微生物学 2 2

◎ 免疫学 1 1

◎ 基礎オーラルサイエンス実習 1 1

◎ 口腔衛生学 2 2

◎ 衛生学・口腔衛生学実習 1 1

◎ 社会歯科学 1 1

◎ 衛生行政 1 1

◎ 衛生学・公衆衛生学 1 1

◎ 対人コミュニケーション論 1 1

◎ 医療コミュニケーション基礎論 1 1

◎ 臨床心理学 1 1

◎ 社会福祉学 1 1

◎ 医療倫理学 1 1

◎ 総合医科学 2 2

◎ 基礎栄養生化学 2 2

◎ 栄養指導学演習(食品学を含む。) 1 1

◎ 口腔保健学概論 1 1

◎ 口腔保健学臨床概論 1 1

◎ 臨床歯科学概論 1 1

◎ 発達期系歯科学(歯科矯正学) 2 2

◎ 発達期系歯科学(小児歯科学) 2 2

◎ 歯冠修復保健工学Ⅰ 1 1

◎ 歯冠修復保健工学Ⅱ 2 2

◎ 保存系歯科学(歯内療法学) 1 1

◎ 保存系歯科学(歯周病学) 1 1

◎ 外科系歯科学Ⅰ 1 1

◎ 外科系歯科学Ⅱ 1 1

◎ 歯科放射線学 1 1

◎ 障害者歯科学 2 2

◎ 成人・高齢者歯科学 2 2

◎ 歯科材料学 1 1

◎ 歯科麻酔学 1 1

◎ 歯科医療管理学示説Ａ 1 1

◎ 歯科医療安全学 1 1

◎ チーム医療学 1 1

◎ チーム歯科医療学実習Ⅰ 1 1

◎ チーム歯科医療学実習Ⅱ 1 1

◎ チーム歯科医療学実習Ⅲ 1 1

◎ チーム歯科医療学実習Ⅳ 1 1

◎ チーム歯科医療学実習Ⅴ 1 1

◎ 口腔保健教育学 1 1

◎ 口腔保健行動学実習Ⅰ 1 1

◎ 口腔保健行動学実習Ⅱ 1 1

◎ 口腔保健行動学実習Ⅲ 1 1

◎ 口腔保健行動学実習Ⅳ 1 1

◎ 口腔保健行動学実習Ⅴ 1 1

◎ 口腔保健行動学実習Ⅵ 1 1

◎ 医療情報処理学 2 2

最低修得
単位数

学年・セメスター別履修単位数

備　　考1 2 3 4

専

門

基

礎

科

目

区
分

科目
区分

授　　業　　科　　目

専

門

教

育

科

目

専

門

科

目
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<口腔健康科学科　口腔保健学プログラム>　

1 2 3 4 5 6 7 8

◎ 口腔保健管理学実習Ⅰ 1 1

◎ 口腔保健管理学実習Ⅱ 1 1

◎ 口腔保健管理学実習Ⅲ 1 1

◎ 口腔保健管理学実習Ⅳ 1 1

◎ 口腔保健管理学実習Ⅴ 1 1

◎ 口腔保健管理学実習Ⅵ 1 1

◎ 口腔保健カウンセリング実習 1 1

◎ 学校歯科保健教育論 1 1

◎ リハビリテーション概論 1 1

◎ 摂食・嚥下リハビリテーション学 1 1

◎ 口腔リハビリテーション学実習Ⅰ 1 1

◎ 口腔リハビリテーション学実習Ⅱ 1 1

◎ 看護学Ⅰ 1 1

◎ 看護学ⅡA 1 1

◎ 看護学ⅡB 1 1

看護学Ⅲ 2 2

看護学演習 1 1

基礎看護学臨床実習（養護教諭） 1 1

養護概説 2 2

健康相談 1 1

学校保健演習Ⅰ 1 1

学校保健演習Ⅱ 1 1

小児科学 1 1

精神科学 1 1

精神保健学 1 1

◎ スポーツ歯科・顎関節症保健学 1 1

歯科臨床教育学 1 1

◎ 災害医療・歯科法医学 1 1

◎ 口腔保健学臨床・臨地実習 20 5

口腔保健管理学臨床実習 5

◎ 卒業研究 3 1

◎ リサーチスタートアップ 1

◎ 実践専門英語 2 2

114 3 4 22 26 26 16

（注）　◎は必修科目を示す。

口腔保健学プログラム　卒業要件単位数　152単位

教養教育科目 専門教育科目

　平和科目  2単位 　専門基礎科目  33単位

　大学教育基礎科目  4単位 　専門科目  81単位

　共通科目

領域科目  8単位

外国語科目

　英語  6単位

　初修外国語  4単位

情報・データサイエンス科目  4単位

健康スポーツ科目  2単位

　基盤科目  8単位

教養教育科目小計 38単位 専門教育科目小計 114単位

区
分

科目
区分

授　　業　　科　　目
最低修得
単位数

学年・セメスター別履修単位数

備　　考1 2 3 4

合　　　　　　　　計 17

専

門

教

育

科

目

専

門

科

目

15

5

2

1
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<口腔健康科学科　口腔工学プログラム>　

1 2 3 4 5 6 7 8

◎ 解剖学・口腔解剖学 2 2

◎ 歯の形態学 1 1

◎ 口腔科学基礎 1 1

◎ 組織学・口腔組織学 2 2

◎ 口腔解剖学実習Ⅰ 1 1

◎ 口腔解剖学実習Ⅱ 1 1

◎ 顎口腔機能学 2 2

◎ 顎口腔機能学実習 1 1

◎ 生理学・口腔生理学 2 2

◎ 薬理学・歯科薬理学 2 2

◎ 微生物学・口腔微生物学 2 2

◎ 病理学・口腔病理学 2 2

免疫学 1 1

口腔衛生学 2 2

◎ 社会歯科学 1 1

総合医科学 2 2

◎ 医療倫理学 1 1

◎ 基礎栄養生化学 2 2

◎ 外科系歯科学Ⅰ 1 1

◎ 外科系歯科学Ⅱ 1 1

◎ 保存系歯科学(歯内療法学) 1 1

◎ 保存系歯科学(歯周病学) 1 1

◎ チーム医療学 1 1

◎ 障害者歯科学 2 2

◎ 成人・高齢者歯科学 2 2

◎ 関係法規（社会保障制度を含む） 1 1

◎ 歯科医療安全学 1 1

◎ 医療情報処理学 2 2

歯科臨床教育学 1 1

◎ スポーツ歯科・顎関節症保健学 1 1

◎ 歯科材料学 1 1

◎ 生体材料学 1 1

◎ 生体材料学実習 1 1

◎ 応用生体材料学実習 1 1

◎ 精密鋳造学 2 2

◎ 精密鋳造学実習 1 1

◎ CAD／CAMシステム工学 1 1

◎ 医療システム工学 1 1

◎ 情報システム工学実習 1 1

◎ デジタルデンティストリ実習 1 1

◎ 口腔工学概論 2 2

◎ ME機器学 1 1

◎ 発達系歯科学(小児歯科学) 1 1

◎ 発達系歯科学(小児歯科学)基礎実習 1 1

◎ 発達系歯科学(矯正歯科学) 2 2

◎ 発達系歯科学(矯正歯科学)基礎実習Ⅰ 1 1

◎ 発達系歯科学(矯正歯科学)基礎実習Ⅱ 1 1

◎ 歯冠修復保健工学Ⅰ 1 1

◎ 歯冠修復保健工学Ⅱ 2 2

◎ 歯冠修復保健工学Ⅲ 1 1

◎ 歯冠修復保健工学実習(インレー) 1 1

◎ 歯冠修復保健工学実習(クラウンⅠ) 1 1

◎ 歯冠修復保健工学実習(クラウンⅡ) 1 1

◎ 歯冠修復保健工学実習(ブリッジⅠ) 1 1

◎ 歯冠修復保健工学実習(ブリッジⅡ) 1 1

◎ 歯冠修復保健工学実習(前装冠・インプラント上部構造Ⅰ) 1 1

区
分

科目
区分

授　業　科　目
最低修得
単位数

学年・セメスター別履修単位数

備　　考1 2 3 4

専

門

教

育

科

目

専

門

基

礎

科

目

専

門

科

目
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<口腔健康科学科　口腔工学プログラム>　

1 2 3 4 5 6 7 8

◎ 歯冠修復保健工学実習(前装冠・インプラント上部構造Ⅱ) 1 1

◎ 歯冠修復保健工学実習 1 1

◎ 有床義歯保健工学(全部床義歯) 2 2

◎ 有床義歯保健工学(部分床義歯) 2 2

◎ 有床義歯保健工学実習(全部床義歯) 2 2

◎ 有床義歯保健工学実習(部分床義歯) 2 2

◎ 有床義歯保健工学実習(アナプラストロジーⅠ) 1 1

◎ 有床義歯保健工学実習(アナプラストロジーⅡ) 1 1

◎ 有床義歯保健工学実習(インプラント上部構造) 1 1

◎ 有床義歯保健工学実習 1 1

◎ 審美歯科学 1 1

◎ メディカルデザイン工学実習 1 1

◎ オーラルプロセス工学実習 1 1

◎ 口腔保健工学臨床的実習 13 1 6 6

◎ メディカルデザイン工学Ⅰ 1 1

◎ メディカルデザイン工学Ⅱ 1 1

◎ 災害医療・歯科法医学 1 1

◎ 摂食・嚥下リハビリテーション学 1 1

◎ 卒業研究 9 6 2 1

夏季特別実習 1 1

◎ リサーチスタートアップ 1

◎ 実践専門英語 2 2

113 2 6 28 17 24 16 8 12

（注）　◎は必修科目を示す。

口腔工学プログラム　卒業要件単位数　153単位

教養教育科目 専門教育科目

　平和科目  2単位 　専門基礎科目  23単位

　大学教育基礎科目  4単位 　専門科目  90単位

　共通科目

領域科目  8単位

外国語科目

　英語  6単位

　初修外国語  4単位

情報・データサイエンス科目  4単位

健康スポーツ科目  2単位

　基盤科目 10単位

教養教育科目小計 40単位 専門教育科目小計 113単位

備　　考1 2 3 4
区
分

科目
区分

専

門

教

育

科

目

専

門

科

目

1

合 計

最低修得
単位数

学年・セメスター別履修単位数

授　業　科　目

―課程18―



 

 

 

 

 

Ⅱ 教 育 課 程 

 

 

 

２ 歯学科関係の取扱い 



○広島大学歯学部歯学科教育課程の履修方法について

(平成 17 年 3 月 20 日学部長決裁) 

1 この取扱いは，広島大学歯学部細則(平成 16 年 7 月 28 日学部長決裁)の規定に基づき， 
広島大学歯学部歯学科の履修方法に関し必要な事項を定めるものとする。

2 第 1 年次の授業科目の履修について 
広島大学歯学部細則別表第 1(以下「別表第 1」という。)及び広島大学歯学部細則別表 

第 2(以下「別表第 2」という。)で定める卒業要件単位のうち，第 1 年次に次の単位を修 
得しなければ，第 2 年次の専門教育科目の授業科目を履修することができない。 
大学教育基礎科目

教養ゼミ 2 単位 
共通科目

外国語科目 7 単位(コミュニケーション演習は含まない。) 
領域科目，情報・データサイエンス科目及び健康スポーツ科目 4 単位 

基盤科目

必修科目 6 単位 
選択必修科目 4 単位 

専門教育科目

解剖学 2 単位 
解剖学実習Ⅰ 2 単位 
解剖学実習Ⅱ 2 単位 

3 第 2 年次から第 5 年次の授業科目の履修について 
別表第 2 で定める卒業要件単位のうち，各年次で修得すべき授業科目の単位が未修得 

の場合は，次年次の授業科目を履修することができない。

4 特別試験について 
(1) 各年次で修得すべき授業科目の不足数が 4 科目以内の場合は，広島大学大学院医系

科学研究科の歯学部併任の教員及び広島大学病院の歯科領域の専任の教員に限り，学

年末に特別試験を行うことがある。

(2) 特別試験の成績評価は，可又は不可とする。

5 臨床実習の履修について 
第 5 年次第 2 タームまでに所定の単位を修得していない場合は，臨床実習を履修する 

ことができない。

 附 則

1 この取扱いは，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 16 年以前に入学した学生については，この取扱いの規定にかかわらず，広島大学 
歯学部教育課程の履修方法についてによる。

附 則(平成 18.3.6 及び平成 18.3.20 一部改正) 
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1 この取扱いは，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 16 年以前に入学した学生の，広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 1)に定める 
授業科目の履修については，この取扱いの規定にかかわらず，広島大学歯学部教育課程

の履修方法についてによる。

 附 則（平成 20.3.6 一部改正） 
この取扱いは，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則（平成 21.2.5 一部改正） 
この取扱いは，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則（平成 22.2.  一部改正） 
この取扱いは，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 23.3.3 一部改正) 
この取扱いは，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 24.3.8 一部改正) 
この取扱いは，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 26.3.19 一部改正) 
この取扱いは，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 26.9.11 一部改正) 
この取扱いは，平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 28.3.3 一部改正) 
この取扱いは，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 29.3.6 一部改正) 
この取扱いは，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 30.3.19 一部改正) 
この取扱いは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 31.3.5 一部改正) 
この取扱いは，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(令和元.8.30 一部改正) 
この取扱いは，令和元年 8 月 30 日から施行し，令和元年 4 月 1 日から適用する。 

 附 則(令和元.9.12 一部改正) 
この取扱いは，令和元年 9 月 12 日から施行し，令和元年 4 月 1 日から適用する。 
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○広島大学歯学部歯学科における既修得単位等の認定の取扱い

平成 17 年 3 月 20 日 
学部長決裁

1 この取扱いは，広島大学歯学部細則(平成 16 年 7 月 28 日学部長決裁)に基づき，広島 
大学歯学部歯学科における既修得単位等の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

2 1 年次入学生については，広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 1)に基づく科目区分 
ごとに認定できる単位数を次のように定める。

(1) 大学教育基礎科目 0 単位

(2) 共通科目

領域科目 8 単位以内

外国語科目 10 単位以内 
英語 6 単位以内 
初修外国語 4 単位以内 

情報・データサイエンス科目 4 単位以内 
健康スポーツ科目 2 単位以内 

(3) 基盤科目 10 単位以内

(4) 上記にかかわらず，広島大学で修得した単位については，大学教育基礎科目 4 単位

及び平和科目 2 単位を認定できる。

 附 則

1 この取扱いは，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 16 年以前に入学した学生については，この取扱いの規定にかかわらず，広島大学

既修得単位などの認定に関する細則の歯学部における取り扱いについてによる。

附 則(平成 18.3.20 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 17 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
部細則第 14 条に基づく歯学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわらず，な 
お従前の例による。

 附 則(平成 20.3.6 一部改正) 
この取扱いは，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 23.3.19 一部改正) 
この取扱いは，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 26.3.6 一部改正) 
この取扱いは，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 28.4.14 一部改正) 
この取扱いは，平成 28 年 4 月 14 日から施行し，平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 

 附 則(平成 30.3.19 一部改正) 
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 この取扱いは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則(平成 31.3.5 一部改正) 
 この取扱いは，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則(令和 3.3.4 一部改正) 
 この取扱いは，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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   ○講座配属制のマッチング方法と学生発表会について 
平成 31 年 3 月 19 日 

歯学部教授会承認 
 
 歯学科コース制は，平成 30 年度まで「最先端歯学研究コース」と「臨床歯科医学コー

ス」の 2 コース選択となっていましたが，研究教育のさらなる充実化のため平成 31 年度

から新しいシステムになります。 
 これまでは「最先端歯学研究コース」と「臨床歯科医学コース」に分かれた上で，さら

に基礎系研究室，臨床系研究室のうち 1 つに配属されていましたが，新システムでは 2 コ

ース選択とせず，最初から全研究室のうちいずれか 1 つに所属します。これにより，配属

研究室の選択が簡略化されるとともに，1 つの研究室で一貫した研究を行えるようになり

ます。 
 従来，「臨床歯科医学コース」のみで行われていた臨床歯科医学総合演習及び各種特論は，

全員を対象に行います。一方，「臨床歯科医学コース」の各演習・実習科目は，配属された

研究室でそれぞれ特徴のある教育として受けていただくことになります。 
 
1 講座配属制のマッチング方法について 
 (1) 歯学研究特論(3 年第 1 及び第 2 ターム)で制度の説明及び全研究室の講義を行う。 
 (2) 各研究室は受入れ可能最大人数及び国際歯学コース学生の Thesis 研究の受入れ可

能な人数を学生支援グループへ提出する(原則として最少 1 名とする)。 
 (3) 学生支援グループは歯学科 3 年次の学年代表に受入れ人数を提示し，調整を依頼す

る。 
 (4) 歯学科 3 年次の学年代表は各研究室の受入れ人数について，原則として最少 1 名と

なるように調整を行い，学生同士で協議して研究室を決定する。 
   なお，学生同士の協議で決まらなかった場合は， くじ又は GPA 等を用いて決める

ことができる。 
 (5) 歯学部長室会議，歯学部教授会の順に承認を受ける。 
 
2 学生発表会について 
 (1) 口頭発表及びポスター発表(2 会場)で進行 
 (2) 1 グループ 2～3 人で発表 
 (3) 座長は世話講座教授で輪番制とする。 
 

附 則 
この取り扱いは，平成 31 年 4 月 1 日より適用する。 

附 則（令和 3.2.9 一部改正） 
この取り扱いは，令和 3 年 4 月 1 日より適用する。 
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   ○広島大学歯学部共用試験歯学系 CBT に関する申合せ 
平成 29 年 9 月 14 日 

学部長決裁 
 
第 1 この申合せは，本学部の共用試験歯学系 CBT(以下「CBT」という。)に関し必要な

事項を定めるものとする。 
第 2 CBT 本試験の IRT 標準スコアが 480 未満の者は，CBT 再試験を受験するものとす

る。 
第 3 CBT 再試験の IRT 標準スコアが 480 未満の者は，総合歯科医療学Ⅲの単位を与え

ない。 
第 4 第 2 にかかわらず，CBT 本試験又は CBT 追試験の IRT 標準スコアが 480 未満かつ

正答率が 70％未満の者を再試験の対象とする。 
第 5 第 3 にかかわらず，CBT 再試験の IRT 標準スコアが 480 未満かつ CBT 再試験の正

答率が 70％未満の者には総合歯科医療学Ⅲの単位を与えない。 
   附 則 
1 この申合せは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
2 共用試験(歯学 CBT 及び歯学 OSCE)の成績の取扱いに関する申合せ(平成 25 年 11 月 
 14 日学部長決裁)は，廃止する。 
   附 則(令和元年 12 月 12 日 一部改正) 
 この申合せは，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則(令和 3 年 3 月 4 日 一部改正) 
1 この申合せは，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
2 令和 3 年度以前に歯学系 CBT を受験する者の広島大学歯学部共用試験歯学系 CBT に

関する申合せについては，この申合せによる改正後の広島大学歯学部共用試験歯学系

CBT に関する申合せの規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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  ○広島大学歯学部共用試験歯学系 OSCE に関する申合せ 
平成 29 年 9 月 14 日 

学部長決裁 
 
第 1 この申合せは，本学部の共用試験歯学系 OSCE(以下「OSCE」という。)に関し必要 
 な事項を定めるものとする。 
第 2 OSCE 本試験をやむを得ない理由により受験できなかった者は，OSCE 追試験を行

う。 
第 3 OSCE 本試験の総得点が 60％未満又は概略評定が 3 点未満の者は，OSCE 再試験を

行う。 
第 4 OSCE 追試験の結果が不合格の者は，OSCE 再試験を行う。 
第 5 OSCE 追試験又は OSCE 再試験に合格した者は，OSCE 本試験に合格した者とみな

す。 
第 6 OSCE 再試験の結果が不合格の者は，総合歯科医療学Ⅲの単位を与えない。 
   附 則 
 この申合せは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則(令和元年 12 月 12 日 一部改正) 
 この申合せは，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則(令和 3 年 3 月 4 日 一部改正) 
1 この申合せは，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
2 令和 3 年度以前に歯学系 OSCE を受験する者の広島大学歯学部共用試験歯学系 OSCE

に関する申合せについては，この申合せによる改正後の広島大学歯学部共用試験歯学系

OSCE に関する申合せにかかわらず，なお従前の例による。 
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  ○広島大学歯学部 歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験(Post-CC PX)に
関する申合せ 

令和 3 年 3 月 4 日 
学部長決裁 

 
第 1 この申合せは，本学部の歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験(Post-CC 

PX)(以下「Post-CC PX」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 
第 2 Post-CC PX の臨床実施試験（CPX）又は一斉技能試験（CSX）が不合格の者に対

し，それぞれ再試験を行う。 
第 3 Post-CC PX の臨床実施試験（CPX）において，臨床実習終了時に不十分と判定さ

れた項目が残っている者には，臨床実習の単位を与えない。 
第 4 Post-CC PX の一斉技能試験（CSX）において，臨床実習終了時に不合格の者には，

臨床実習の単位を与えない。 
   附 則 
1 この申合せは，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
2 広島大学歯学部 歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験(Post-CC OSCE )に

関する申合せ（令和元年 12 月 12 日学部長決裁）は，廃止する。 
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Ⅱ 教 育 課 程 

 

 

 

３ 口腔健康科学科の取扱い 

 



○広島大学歯学部口腔健康科学科教育課程の履修方法について

平成 17 年 3 月 20 日 
学部長決裁

1 この扱いは，広島大学歯学部細則の規定に基づき，広島大学歯学部口腔健康科学科の 
履修方法に関し必要な事項を定めるものとする。

2 第 2 学年の授業科目の履修について 
(1) 広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 1)に定める卒業要件単位数のうち，第 3，

第 4 セメスター開講の科目以外で未習得の科目のある者は，第 2 学年の授業科目を履

修することができない。

ただし，不合格科目が 2 科目以内で，第 2 学年以降に履修の見込みがあると認めた 
場合は，第 2 学年の授業科目の履修を許可することがある。 

(2) 広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 1 及び別表第 2)で定める修得すべき授業科

目のうち，4 科目以上の単位が第 1 学年末で未修得の者は，第 2 学年の授業科目を履

修することができない。

なお，3 科目以内の単位未修得者については，履修を許可することがある。 
3 第 3 学年の授業科目の履修について 

広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 1 及び別表第 2)で定める修得すべき授業科目 
のうち，4 科目以上の単位が第 2 学年末で未修得の者は，第 3 学年の授業科目を履修す 
ることができない。

なお，3 科目以内の単位未修得者については，履修を許可することがある。 
4 「口腔保健衛生学臨床・臨地実習」，「口腔保健工学臨床的実習」の履修について 

第 3 学年の第 5 セメスターまでに所定の単位(広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 
1 及び別表第 2))を未修得の者は，第 6 セメスターから始まる「口腔保健衛生学臨床・臨 

 地実習」，「口腔保健工学臨床的実習」を履修することができない。

5 第 4 学年の履修について 
広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 2)に定める第 3 学年までに修得すべき授業科 

目の単位を未習得の者は，第 4 学年の「口腔保健衛生学臨床・臨地実習」又は「口腔保 
健工学臨床的実習」を履修することができない。

6 口腔保健学専攻における養護教諭一種免許取得に必要な授業科目の履修について 
(1) 口腔保健学専攻の学生は，口腔保健学専攻教育課程の必修科目に加えて，別表「養

  護教諭一種免許取得に必要な履修科目」を修了することにより，養護教諭一種免許を

  取得することができる。

(2) 第 6 セメスター以降の履修について

① 第 5 セメスター終了時点での通算 GPA が，原則 55 以上でなければ，別表「養護

教諭一種免許取得に必要な履修科目」の第 6 セメスター以降の科目を履修すること

ができない。
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② 第 5 セメスターまでに所定の単位(歯学部細則教育課程表(別表第 1 及び別表第 2)
及び別表「養護教諭一種免許取得に必要な履修科目」)を未修得の者は，別表「養護

教諭一種免許取得に必要な履修科目」の第 6 セメスター(※)以降の科目を履修する

ことができない。

③ 第 6 セメスターまでに所定の単位(別表「養護教諭一種免許取得に必要な履修科

目」のうち第 6 セメスター(※)までの単位)を未修得の者は，「基礎看護学臨床実習(養
護教諭)」を履修することができない。

④ 第 6 セメスターまでに所定の単位(別表「養護教諭一種免許取得に必要な履修科

目」のうち第 6 セメスターまでの単位)を未修得の者は，第 7 セメスターの「養護実

習」，「養護実習指導論」を履修することができない。

⑤ 第 7 セメスターまでに所定の単位(別表「養護教諭一種免許取得に必要な履修科

目」のうち第 7 セメスターまでの単位)を未修得の者は，第 8 セメスターの「教職実

践演習(養護教諭)」を履修することができない。

ただし，第 6 セメスター開講の「教職に関する科目」は除く。 
7 再履修について 

不合格科目は，再履修が原則であるが当該科目の担当教員(兼担教員を含む。)の指導 
によるものとする。

8 特別試験について 
この取扱い 2 及び 3 により次学年の授業科目の履修を許可した場合，広島大学歯学部 

細則教育課程表(別表第 2)の授業科目のうち当該不合格科目について，学期末に特別試験 
を実施し，成績評価を行う。成績評価は可又は不可とする。なお，第 5 セメスターの科 
目については，特別試験を行わない。

なお，各科目の特別試験は原則として年 1 回のみ実施する。 
9 その他 

広島大学歯学部細則教育課程表(別表第 2)の授業科目の試験において，不正行為のあっ 
た者については，厳しく処分を行う。

 附 則

この取扱いは，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 18.3.6 一部改正) 

この取扱いは，平成 18 年 3 月 6 日から施行し，平成 17 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則(平成 18.3.20 一部改正) 

1 この取扱いは，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 17 年度に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学部細 
則第 20 条に基づく口腔保健学科の履修方法の取扱いにかかわらず，なお従前の例によ 
る。

附 則(平成 21.3.19 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 平成 20 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 20 条に基づく口腔健康科学科の履修方法の取扱いにかかわらず，なお従前の 
 例による。 
  附 則(平成 23.3.19 一部改正) 
１ この取扱いは，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 22 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 20 条に基づく口腔健康科学科の履修方法の取扱いにかかわらず，なお従前の 
 例による。 
  附 則(平成 25.1.10 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 24 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 20 条に基づく口腔健康科学科の履修方法の取扱いにかかわらず，なお従前の 
 例による。 
  附 則(平成 26.3.6 一部改正) 
 この取扱いは，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
  附 則(平成 27.3.19 一部改正) 
 この取扱いは，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
  附 則(平成 27.12.10 一部改正) 
 この取扱いは，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
  附 則(平成 28.3.3 一部改正) 
 この取扱いは，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
  附 則(平成 30.3.19 一部改正) 
 この取扱いは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
  附 則(平成 31.3.5 一部改正) 
 この取扱いは，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
  附 則(令和 3.3.4 一部改正) 
 この取扱いは，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表（第6項関係）

科目名
合計必要
単位数

履修年次
履修登録
の必要

備考

日本国憲法 日本国憲法 2 1 〇 教養教育科目の領域科目。

健康スポーツ科学

スポーツ実習A

スポーツ実習B

スポーツ演習

コミュニケーションIA

コミュニケーションIB

コミュニケーションIIA

コミュニケーションIIB

情報・データ科学入門

情報活用演習

8

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育の思想と原理 2 〇

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学
校運営への対応を含む。）

教職入門 2 〇

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学
校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

教育と社会・制度 2 〇

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過
程

児童・青年期発達論 2 〇

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対
する理解

特別支援教育 1 〇 偶数年度（西暦）開講

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ
ネジメントを含む。）

教育課程論 2 〇

道徳教育指導法 2 〇 奇数年度（西暦）開講

総合的な学習の時間の指導法 1 〇 奇数年度（西暦）開講

特別活動指導法 2 〇 偶数年度（西暦）開講

教育の方法及び技術
（情報機器及び教材の活用を含む。）

教育方法・技術論 2 〇

生徒指導の理論及び方法 生徒・進路指導論 2 〇

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を
含む。）の理論及び方法

教育相談 2 〇

養護実習指導論 4 〇

養護実習 4 〇

教職実践演習 教職実践演習（養護教諭） 2 4 〇

29

教員免許取得に際しては2単
位で足りるが，口腔保健学専
攻を卒業するには全て単位を

取る必要がある。

道
徳

、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容
及

び
生
徒
指
導

、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

5

科目の区分

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
六
の
六
に
定
め
る
科
目

体育 2 1

1

養護実習
[養護実習に係る事前事後指導1単位を含む]

情報機器の操作 2 1

2

養護教諭一種免許取得に必要な履修科目

（口腔健康科学科口腔保健学専攻）

いずれかの科目を履修し，
2単位以上修得すること。

〇

合計単位数

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

いずれかの科目を履修し，
2単位以上修得すること。

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する
内容

外国語コミュニケーション

〇

×

合計単位数

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

1～3

―課程30―



別表（第6項関係）

科目名
合計必要
単位数

履修年次
履修登録
の必要

備考科目の区分

養護教諭一種免許取得に必要な履修科目

（口腔健康科学科口腔保健学専攻）

口腔衛生学 2 2 ×

衛生学・口腔衛生学実習 1 2 ×

社会歯科学 1 2 ×

衛生行政 1 2 ×

衛生学・公衆衛生学 1 2 ×

口腔保健教育学 1 2 ×

学校歯科保健教育論 1 3 ×

学校保健演習Ⅰ 1 3 〇

学校保健演習Ⅱ 1 3 〇

スポーツ歯科・顎関節症保健学 1 3 ×

養護概説 養護概説 2 3 〇

臨床心理学 1 3 ×

口腔保健カウンセリング実習 1 3 ×

健康相談 1 3 〇

基礎栄養生化学 2 2 ×

栄養指導学演習
(食品学を含む。)

1 2 ×

解剖学・口腔解剖学 2 1 ×

歯の形態学 1 2 ×

口腔科学基礎 1 2 ×

生理学・口腔生理学 2 1 ×

病理学・口腔病理学 2 2 ×

薬理学・歯科薬理学 2 2 ×

微生物学・口腔微生物学 2 2 ×

免疫学 1 2 ×

精神科学 1 3 〇

精神保健学 1 3 〇

総合医科学 2 3 ×

看護学Ⅰ 1 2 ×

看護学ⅡA 1 2 ×

看護学ⅡB 1 2 ×

看護学Ⅲ 2 3 〇

看護学演習 1 2 〇

基礎看護学臨床実習
（養護教諭）

1 3 〇

小児科学 1 3 〇

44

※　「履修登録の必要性」欄の〇は学生自身で履修登録が必要であることを，×は必要ないことを表す（×の科目は口腔保健学専攻の必修科目であるため）。
ただし〇の科目であっても，再履修の場合は学生自身による履修登録が必要である。

学校保健

「微生物学、免疫学、薬理概論」

精神保健

健康相談活動の理論・健康相談活動の方法

看護学（臨床実習及び救急処置を含む。）

合計単位数

養
護
に
関
す
る
科
目

栄養学（食品学を含む。）

解剖学・生理学

衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）
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   ○広島大学歯学部口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱い 
平成 17 年 3 月 20 日 

学部長決裁 
 
1 この取扱いは，広島大学歯学部細則(平成 16 年 7 月 28 日学部長決裁)の規定に基づき， 
 広島大学歯学部口腔健康科学科における既修得単位等の認定に関し必要な事項を定める 
 ものとする。 
2 1 年次入学生については，広島大学歯学部細則教育課程表(別表第１)に基づく科目区分 
 ごとに認定できる単位数を次のように定める。 
 (1) 大学教育基礎科目 0 単位 
 (2) 共通科目 
    領域科目 
     口腔保健学プログラム 8 単位以内 
     口腔工学プログラム 2 単位以内 
    外国語科目 10 単位以内 
     英語 6 単位以内 
     初修外国語 4 単位以内 
    情報・データサイエンス科目 4 単位以内 
    健康スポーツ科目 2 単位以内 
 (3) 基盤科目 
    口腔保健学プログラム 8 単位以内 
    口腔工学プログラム 10 単位以内 
 (4) 上記にかかわらず，広島大学で修得した単位については，大学教育基礎科目 4 単位 
  及び平和科目 2 単位を認定できる。 
   附 則 
 この取扱いは，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則(平成 18.3.20 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 17 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔保健学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわら 
 ず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 21.3.19 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 20 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわ 
 らず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 22.3.  一部改正) 
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1 この取扱いは，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 21 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわ 
 らず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 23.3.19 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 22 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわ 
 らず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 26.3.6 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 25 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわ 
 らず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 28.4.14 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 28 年 4 月 14 日から施行し，平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 
2 平成 27 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわ 
 らず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 29.3.6 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 28 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわ 
 らず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 30.3.19 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 29 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則第 14 条に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわ 
 らず，なお従前の例による。 
   附 則(平成 31.3.5 一部改正) 
1 この取扱いは，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
2 平成 30 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
 部細則に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわらず，な 
 お従前の例による。 
   附 則(令和 3.3.4 一部改正) 
1 この取扱いは，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
2 令和 2 年度以前に入学した学生については，この取扱いによる改正後の広島大学歯学 
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部細則に基づく口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱いにかかわらず，な

お従前の例による。
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Ⅲ 諸 規 則 

省略



Ⅳ 教員・配置図 



研究室・診療科名等 所属 教授 准教授 講師 助教

硬組織代謝生物学 医系科学研究科 吉子　裕二 南崎　朋子

河野　尚平

KHARAGHANI DAVOOD

星野　友則

MERRY ANNISA DAMAYANTI（特任）

顎顔面解剖学 医系科学研究科 寺山　隆司 内部　健太

口腔生理学 医系科学研究科 杉田　誠 酒寄　信幸

生体分子機能学 医系科学研究科 宿南　知佐 藤本　勝巳

樋口　真之輔

口腔顎顔面病理病態学 医系科学研究科 宮内　睦美 古庄　寿子

RENN，TING-YI（特任）

細菌学 医系科学研究科 小松澤　均 松尾　美樹

細胞分子薬理学 医系科学研究科 吾郷　由希夫 浅野　智志

生体材料学 医系科学研究科 加藤　功一 平田　伊佐雄　

桒原　令

粘膜免疫学 医系科学研究科 高橋　一郎 飛梅　圭

ゲノム口腔腫瘍学 医系科学研究科 藤井　万紀子 NGUYEN HO QUYNH ANH （特任）

NGUYEN THI KIM CHI（特任）

歯周病態学 医系科学研究科 應原　一久

岡信　愛

加治屋　幹人

佐々木　慎也

歯周診療科 広島大学病院 岩田　倫幸

松田　真司

分子口腔医学・顎顔面外科学 医系科学研究科 虎谷　茂昭 小泉　浩一

吉岡　幸男

浜名　智昭

角　健作

顎・口腔外科 広島大学病院 林堂　安貴 谷　　亮治

（診療） 濱田　充子

山崎　佐知子

口腔外科学 医系科学研究科 小野　重弘

鳴瀬　貴子

水田　邦子

多田　美里

口腔顎顔面再建外科 広島大学病院 二宮　嘉昭 福井　暁子

（診療） 中川　貴之

先端歯科補綴学 医系科学研究科 阿部　泰彦 沖　佳史

吉田　光由 土井　一矢

吉川　峰加 大上　博史　

牧原　勇介

口腔インプラント診療科 広島大学病院 久保　隆靖 岡田　信輔

（診療） 森　隆浩

咬合・義歯診療科 広島大学病院 安部倉　仁 森田　晃司

（診療） 保田　啓介

歯科矯正学 医系科学研究科 國松　亮 粟田　哲也

矢野下　真

麻川　由起

矯正歯科 広島大学病院 廣瀬　尚人 吉見　友希

柄　優至

阿部　崇晴

歯学部授業担当　教員名簿

水野　智仁

武知　正晃

津賀　一弘

谷本　幸太郎

令和3年4月1日時点

―教員・配置図1―



研究室・診療科名等 所属 教授 准教授 講師 助教

歯学部授業担当　教員名簿

歯科放射線学 医系科学研究科 中元　崇 長﨑　信一

大塚　昌彦

歯科放射線科 広島大学病院 末井　良和 小西　勝

（診療）

歯髄生物学 医系科学研究科 土屋　志津

芥川　桂一

吉田　和真

歯科保存診療科 広島大学病院 武田　克浩 中西　惇

（診療） 西藤　法子

古玉　大祐

小児歯科学 医系科学研究科 光畑　智恵子 岩本　優子

新里　法子

秋友　達哉

小児歯科 広島大学病院 太刀掛　銘子

中野　将志

歯科麻酔学 医系科学研究科 清水　慶隆

土井　充

向井　明里

歯科麻酔科 広島大学病院 吉田　充広 大植　香奈

公衆口腔保健学 医系科学研究科 太田　耕司 重石　英生 前原　朝子

兼保　佳乃

口腔保健疫学 医系科学研究科 内藤　真理子 西村　瑠美

口腔保健管理学 医系科学研究科 竹本　俊伸 松本　厚枝 仁井谷　善恵

生体構造・機能修復学 医系科学研究科 加来　真人 下江　宰司

医療システム工学 医系科学研究科 村山　長 峯　裕一

口腔生物工学 医系科学研究科 二川　浩樹 田地　豪 笹原　妃佐子

医系科学（歯） 医系科学研究科 林　幾江（中央研究室）

加藤　文紀（中央研究室）

死因究明教育研究センター 医系科学研究科 岡　広子（特任）

口腔総合診療科 広島大学病院 河口　浩之 西　裕美 大林　泰二

（診療） 宗永　修一

障害者歯科 広島大学病院 岡田　芳幸 尾田　友紀 吉田　結梨子

（診療）

特殊歯科総合治療部 広島大学病院 谷本　幸太郎

地域連携歯科医療部 広島大学病院 津賀　一弘

口腔検査センター 広島大学病院 柴　秀樹 北川　雅恵 安藤　俊範

（診療）

新谷　智章

医療情報室 広島大学病院 岡田　芳幸 田中　武志

柿本　直也

柴　秀樹

入舩　正浩

令和3年4月1日時点

―教員・配置図2―



―教員・配置図3― 令和3(2021)年度2月時点

霞地区建物
配置図
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121-1 121

暗室
130

136

← ┐
多WC ↑

134

107

182

107-1 → ┘
190

↓ ↑ 170-1

└ ┘ 170-2 EV

110 109 106
┌ ┐

137 ↑ ↓

105

医系科学研究科長室 湯沸室 事務室 歯学部長室

104 102

資料室

防災セ
ンター

事務室

第6講義室

通常  試験時
 96 名   48 名

歯科衛生士教育
研修センター

172

133

事務室

霞地区
運営支
援部長

室

事務室
ミーティ
ング室

138 139 140

WC

180135

現像
室

170

110

←倉庫

玄関・ホール

108

EPS

PS

119 118 117 116 115 114

倉庫1

第1実習室

実習台　8
椅子　70

機械室（空）

ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ
室11
6名

ラック

置き

場

PS

EV

PS

WC

181

倉庫

ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ
室12　6名

ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ
室13　6名

ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ
室14　6名

発電機
室

1F

セミナー室1
第3研究

室

実験室

第3実験
室

前
室

第2実験室

培養実
験室

培養実験室

124-1

125 126 127 128 129 131 132

122

共用室

120

123

第2実験
室

第1実験
室

共用室

写真室

第2研究室
事務室・セミナー

室2
教授室 第1研究室 教授室 事務室 研究室

セミナー
室

更衣室

暗室

124

准教授
室

図書室 第1実験室

132-1

更衣
室

112

ラーニング・コモンズ

182 106

WC

PS

ラーニング・コモンズ

ミーティン
グルーム3

椅子8

ミーティン
グルーム4

椅子8

111

101

101-1

第4実験
室

191

103 101

EV EV
資料室 106

WC

173 170

105

192

101 102 103 104

ミーティン
グルーム1

椅子8

ミーティン
グルーム2

椅子8

講
師
室

113
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209 294

271 272

洗濯

室 ↓ ↑
280

210

└ ┘
298

↓ ↑ ↓ ↑ 280 205

└ ┘ PS └ ┘
290 281 291 293

EPS 296

201 206

203

← ┐
→ ┘

230 231

更衣 238

← ┐
暗室 PS 倉庫 ↑
226

219 214

292 243
→ ┘

290

↓ ↑ 270-1

└ ┘ 270-2 EV

291

┌ ┐

↑ ↓

共用室

小会議
室

中会議
室

211

280 281229228 232 233 234224 227

環境担当事
務室

WC

機器室

WC

ﾁｭｰﾄﾘｱ
ﾙ室22
12 名

202

学生
ﾛﾋﾞｰ

PS

検体管理室①

225

第2実習室

実習台　16
椅子　85

201

201-1

組織系実験室

第5講義室

通常  試験時
 30 名   30 名

大会議室

肝研スタッフルー
ム③

肝研ス
タッフ

ルーム
②

203 202

肝研ス
タッフ

ルーム
①

207 206 205 204

207

PS

210

209

239

270

スタッフルーム

セミナー室1

242

PS

201

セミナー
室2

EV

PS

情報処
理室

医局長
室

WC
倉庫

WCデータ
管理室

共用室 研究員
居室

解析室
②

解析室
①

220

235

待合
室

検体管
理室③

検体管理室②

236

低温室

237

223

薄切室

222

前室

細胞解析室

221

更衣室

218 216

実験室

検体管理室④

211

2F

渡
り
廊
下

消化管スタッフ
ルーム

実験室
細胞培
養室

細胞培
養室

208

消化管
スタッフ
ルーム

新帰学
者研修

室
談話室

准教授室

240 241

217

215 213 212

前室
暗
室

培養室

教授室 秘書室

272207208

201 202 203 204 205 206

グループ
学習室2
椅子16

PS

PS
グループ
学習室4
椅子16

グループ学習室
1

椅子24

グループ
学習室3
椅子16

多目的室

292

EV EV ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ室21
18 名

204

倉庫2

WC

273 270

グループ
学習室5
椅子16

更衣室更衣室 EPS
控室
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314 312 393

371 372
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380

316

305 └ ┘
低温

室
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↓ ↑ ↓ ↑ 380 WC WC 383 306

└ ┘ PS └ ┘
390 381 391 304 306 307 309 392

EPS 396

301

302
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304 ← ┐
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336

← ┐

PS 倉庫 ↑

317-1 317-2 317-3 317-4

392

314
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→ ┘

312 390

↓ ↑ 370-1

└ ┘ 370-2 EV

338↓ 391 337↓

┌ ┐
313 310 ↑ ↓

304

307

316 315

面接室8

チェア　1

4名

321 320 319 318 317

322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

ﾃﾞﾝﾀﾙｽｷﾙｽﾗﾎﾞ2

66 名

オフィス＆スタッフルーム セルラボ

実験室 実験室

306-2 305 303

遺伝子実験室P1

教授室

セミナー室

教授室

スタッフルー
ム

301

311

セルラ
ボ2

コールドルー

ム

実験室3
実験室1

ティッシュラ
ボ

実験室2

342

339↑

実験室
P2

細胞培養室

301

ｸﾘﾆｶﾙｽｷﾙｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(CST)室3 ｸﾘﾆｶﾙｽｷﾙｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(CST)室２ ｸﾘﾆｶﾙｽｷﾙｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(CST)室1

X線

撮影

室

X線

撮影

室

X線

撮影

室

X線

撮影

室

教授室
実験室1

実験室3

化学実験室

335

WC

380

分析室

貯蔵室

細胞培
養室

実験室2

顕微鏡室

生化学実験室
症例
分析
室

大セミナー室

ﾁｭｰﾄﾘｱ
ﾙ室31
12 名

ﾁｭｰﾄﾘｱ
ﾙ室32
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調
剤
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生理
学実
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生物学
情報解
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組織学
実験室
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302

308

第3講義室

通常  試験時
56名   32名

倉庫

340

308

ME
実習室

CAD/C
AM実習

室

第4講義室

通常  試験時
 56 名   28 名

蛋白
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室

370

面接室6

チェア　1

4名

鋳造室

面接室1

チェア　1

4名

面接室2

チェア　1

4名

管理室
機材室

309
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鋳造室
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333 334

WC
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PS

EV

PS

歯科理工検査室

ﾃﾞﾝﾀﾙｽｷﾙｽﾗﾎﾞ1

実習台　63
チェア　9

307

面接室7

チェア　1

4名

315

PS
細胞培
養室1

前室

細胞培
養室2
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3F

石膏室

実習
準備室

面接室4
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4名
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WC
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医
局
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面接室3
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430

4F

449

倉庫

PS

小セ

ミ

ナー

室2

ﾁｭｰﾄﾘｱ
ﾙ室41

9名

学生セミナー室 406

427 423 422 421 420 419 418 417425 415

教員実験室

407

ﾁｭｰﾄﾘｱ
ﾙ室42
18 名

組織培
養実習

室1

405-1

405-2

409 408 406

WC

402 403

情報管
理室

405

404

小セ

ミ

ナー

室1

401

414

第1教員
室

407

PS

助教室2 助教室3 助教室4

473 470

EV
EPS

第2教員
室

実習室第2研究室
EV

WC 教授室 医局 PS第1研究室

歯学部建物内配置図 ―教員・配置図7― 令和3(2021)年3月時点



512 593 512

給湯

室 571 572

PS 507

580

511

503 504

599

蛍光顕

微鏡室

P2培養

室
598

↓ ↑ ↓ ↑ 580

└ ┘ PS └ ┘
590 581 591 502 592

EPS 596

← ┐
→ ┘

532 531 533 535 536 546

冷蔵

室
554

← ┐
小実

験室 PS 倉庫 ↑
547 591 553

→ ┘
592

↓ ↑ 570-1

└ ┘ 570-2 EV

593
577

556 ┌ ┐

↑ ↓

508 509

前室

513

解析室

570

510　細胞培養室

第一実験室

第一培
養室

教授室

501

第二実験室

559

セミナー室
555

暗室

502

503

教授室
セミナー

室

低温室

多目的ルー
ム

教職員
室

511 506

中央実験室

507

クリーン
ルーム

実験室1

528 527 526 523 522

在庫室

行動実
験室2

前室2

細胞生
物実験

室

前室3

ロッ

カー

室
ラウンジ

控
室

控
室

537 539

524

教員研究室1
教員研
究室2

前室

教授室
セミナー室

581

心理言
語学実
験室

物理実
験室

前室1 前室2

P2実験室

510

生化学実験室

倉庫
WC WC

541

542

生物実験室

548

551

助教室教授室
教員・委
員室1

教員・委
員室2

549

教授室

教授室

教授室

教授室

重合研磨室 509

WC WC

508

501

502

503

504

505

506

第3実習室

26 名

実験室3 実験室2

538 540 543529 530

保冷庫

低温室

534

560 561

525

PS
558

図書室 医局

PS

EV
セミナー室 513

大学院
生室

教員室
第三実
験室

第四実
験室

514

細菌室

教員
研究
室

521 520 517

情報処理セミナー
室2

511

教員研
究室

教員研
究室

教員研
究室

第4実習室

26 名

580

WC

516519 518

准教授・講師室
512

515 514 510 509 508

506505

5F

505 504

544

550 552545

PS

EPS
EV EV

PS

515

行動実
験室

前室１

PS 医局

573 570

教員室 教員室
准教授

室
教員室 第1研究室秘書

室

教授室

遺伝子実験
室

培養室
前室

P1培養室

組織実験室

501 507

歯学部建物内配置図 ―教員・配置図8― 令和3(2021)年3月時点



693 612

671 672

PS 608

680

699

698

↓ ↑ ↓ ↑ 680

└ ┘ PS └ ┘
690 681 691 607 692

601
更衣

室
EPS 696

← ┐
→ ┘

632

636

← ┐

PS ↑

672

691
→ ┘

階段
692

670-1

670-2 EV 693

シャ

ワー室
採尿室

645

621 620
┌ ┐

↑ ↓
前室

細胞培養室
機器室

セミナー
室

教
員
室

631627 628 634 635

618

617

自律神経機能実
験室

ヒューマンラボ（解析室）

616

中央臨
床実験

室

第7講義室

通常  試験時
108名  72名

613

研究室
会
議
室

医療人大
学院教

育・研究セ
ンター

教員室

事務室

前室

顕微鏡
室

PS

EV

PS

培養室

614

601

組織学
実験室

分子生物学実験
室Ⅰ

培養室2

顕微鏡室

分子生
物学実
験室Ⅱ

646

602605 603

640 642 643 644

639

大講義室

通常  試験時
150名  80名

事務室

606

641

　　604

分析室3

教授室

615

地域・学校保健研究室

622

ヒューマン
ラボ（IC

室）

619 更衣室

分析室1
610

608 607

623

倉庫
セミナー

室2

629

実験室2

630624 626

実験室1

625

模擬保
健室

セミナー
室3

セミナー
室1

609

607 教授室

デンタルスキルス
ラボﾞ4

24 名

610

606 教授室

602

670

609

681

実験室 分析室2

前
室

PS

PS

低温室637

638

培養室1

機器室2

教員研
究室

デンタルスキルス
ラボ3

チェア 10

6F 教員室

WC
PS

673

カンファレンスルーム

613

倉庫

602 605

カンファレンス
ルーム

セミナー室図書室

機器室1

611

612

WC WC

680633

顕微鏡室

解析室

動物実
験室

WC

670

情報処理セミナー
室1

WC

611

教
授
室

解析室

611

EPS
EV EV

更
衣
室

更
衣
室

洗
浄
室

組織実
験室

603601 604 606 608

612 610 609

歯学部建物内配置図 ―教員・配置図9― 令和3(2021)年3月時点



793

771 772

780

↓ ↑ ↓ ↑
└ ┘ PS └ ┘

790 781 791 703 792

705

← ┐

↑

→ ┘
790

電気室（1）

大学院生室

倉庫（2）

EV機械室 704

PS

助教室7F

701

WC

702-1

711 710 709 708 707

703702

WC
PS

RNA実
験室

実験室

773

電気室（2） 倉庫（1）

EVEV
EPS

PS

770701 702-2 705 706-1 706-2

704

細胞培養室

細胞培
養室

冷蔵
庫室

暗室

低温室

実験室

教授室 医局・秘書室
准教授・
講師室

歯学部建物内配置図 ―教員・配置図10― 令和3(2021)年3月時点



8F
893

871 872

880

↓ ↑ ↓ ↑
└ ┘ PS └ ┘

890 881 891 892806805

WC

802 804

PS

801

給湯室

事務室
セミナー室

教授セミナー

室

EPS
EV EV

PS

870

809 808 807

803

810

研究室 更衣室研究室研究室

873

814 813 812 811

研究室 教授室
WC

研究室 研究室 研究室 研究室

歯学部建物内配置図 ―教員・配置図11― 令和3(2021)年3月時点



9F
993

971 972

980 803

↓ ↑ ↓ ↑
└ ┘ PS └ ┘

990 981 991 903 992973 904

研究室

910 909 908 907

研究室研究室研究室研究室

913 912 911

WC
WC PS

研究室 セミナー室

906

905 970

細胞培養実
験室

組織実験室

顎口
腔機
能倉
庫

顎口腔
機能実
験室

902901

生体材料実験室 PS

EPS
EV EV

セミナー室

歯学部建物内配置図 ―教員・配置図12― 令和3(2021)年3月時点



PHF

↓ ↑
└ ┘

P170

EV機械
室

P101

歯学部建物内配置図 ―教員・配置図13― 令和3(2021)年3月時点


	12 広島大学歯学部歯学科教育課程の履修方法について
	13 広島大学歯学部歯学科における既修得単位等の認定の取扱い
	14 講座配属制のマッチング方法と学生発表会について
	15 広島大学歯学部共用試験歯学系CBTに関する申合せ
	16 広島大学歯学部共用試験歯学系OSCEに関する申合せ
	17 広島大学歯学部 歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験(Post-CC PX)に関する申合せ
	19 広島大学歯学部口腔健康科学科教育課程の履修方法について
	20 広島大学歯学部口腔健康科学科教育課程の履修方法について
	21 広島大学歯学部口腔健康科学科における既修得単位等の認定の取扱い



